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国土交通省土地・建設産業局不動産業課 
 
 

 
消費税の簡易課税制度のみなし仕入率の見直しについて 

 
 
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税

法の一部を改正する法律（平成 24 年法律第 68 号）第７条を踏まえ、消費税の

簡易課税制度（※）の仕入れに係る概算的な控除率（以下「みなし仕入率」といい

ます。）について、消費税法施行令（昭和 63 年政令第 360 号）の一部が改正さ

れ、平成 27 年４月１日より、不動産業は第６種事業（現行：第５種事業）とさ

れた上で、そのみなし仕入率が 40％（現行：50％）に変更されることになりま

した。 

不動産業における新たなみなし仕入率は、平成 27 年４月１日以後に開始する

課税期間について適用され、同日より前に開始した課税期間には現行のみなし

仕入率が適用されます。また、経過措置により、本年９月末日までに、消費税

法（昭和 63 年法律第 108 号）第 37 条第１項の規定に基づき簡易課税制度を選

択する旨の届出書を所轄税務署に提出している場合には、平成 27 年４月１日以

後に開始する課税期間であっても、当該届出書を提出した日の属する課税期間

の翌課税期間及び翌々課税期間については現行のみなし仕入率が適用されます。 

なお、簡易課税制度における不動産業の範囲については、新たなみなし仕入

率の適用後においても現行と同様であり、日本標準産業分類の大分類の区分で

は不動産業に該当する事業であっても、第１種事業（卸売業）、第２種事業（小

売業）及び第３種事業（建設業等）に該当するものは第６種事業（不動産業）

とは判定されません。例えば、他者が建築した住宅を購入してそのまま販売す

るものは第１種事業又は第２種事業に該当し、自ら建築した住宅を販売するも

のは第３種事業の建設業に該当します。 

貴団体におかれましては、今般のみなし仕入率の見直しの内容について御了

知の上、会員への周知徹底を図っていただきますようお願いいたします。 

 
（※）簡易課税制度とは、課税売上高が 5,000 万円以下の中小事業者の事務負担への配

慮から設けられているものであり、その課税期間の前々年又は前々事業年度の課税

売上高が 5,000 万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に所轄

税務署へ提出している事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、

課税売上高とみなし仕入率を用いて仕入控除税額を計算することができます。現行

のみなし仕入率は、卸売業、小売業、製造業等、サービス業等及びその他の事業の

５つの事業区分ごとにそれぞれ定められています。 


